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１．はじめに 

 近年、発達障害児の早期支援の重要性が叫ばれている。

発達障害者支援法では「発達障害児の早期支援のために必

要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行わ

れる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じ

るものとする。１）」とある。また、国立特別支援教育総

合研究所研究紀要においても、「就学後にも支援が継続す

るためには、３歳～５歳前後の間に気づきや発見,支援す

るシステムも検討する必要がある。２）」とされており、

発達障害児の早期支援のための体制整備が急務である。 

 本市においても、就学前の児童に対する支援を様々な機

関で行っているが、支援に繋がるまでに時間を要する、も

しくは繋ぐことができないという実態がある。北九州市特

別支援教育相談センターでも、就学前の児童に対する支援

に取り組んでおり、令和元年度の就学前の児童への対応件

数は４８２件であった（令和元年１１月１２日現在）。そ

のうち、年中児の案件は２７件のみであり、児童の進学が

目前に迫ることで、ようやく支援機関に繋がるというケー

スが多いことが想像できる。さらに、就学前から就学後、

それ以降のライフステージに沿った支援をニーズに寄り

添って継続的に提供することはできていない現状である。 

 これらの点から、保健福祉局精神保健福祉課において、

令和元年度から医療・教育・福祉等が連携し、発達障害児

の早期発見・支援の在り方を研究する「発達障害児早期支

援システム研究事業」をスタートさせたところである。 

 

２．アセスメントツール『ＭＳＰＡ』について 

 医療・教育・福祉が連携して体制整備を進めるにあたり

重要なものが、共通言語となるアセスメントツールである。

なぜなら、それぞれの分野で異なるアセスメントを用いて

支援を検討しても、元々の見立てが異なるため意見がまと

まらないからである。つまり、どの分野においても活用で

き、かつどの分野の支援者でも分かりやすいアセスメント

ツールを媒介として、支援体制の構築に向けた協議が行わ

れる必要がある。そこで、本研究では京都大学大学院人間

環境学研究科の船曳康子教授が中心となって開発された、

アセスメントツール『ＭＳＰＡ』を活用するものとする。 

 その理由として、ＭＳＰＡは、診断でなく支援を目的と

して、多職種で共有できるよう開発された発達障害の評価

尺度だからである。船曳教授の著書『ＭＳＰＡの理解と活

用』の中にも記載されているように、従来の評価ツールは

発達障害の診断を重視したものが多く、生活場面で当事者

の困り感や、どのように対応すればよいのかといった、支

援の現場に必要な要素を包括的に評価することができな

かった。ＭＳＰＡでは、その点を考慮し、特性の個人差を

視覚的に理解できるように工夫しており、それを当事者や

家族、多職種にわたる支援者で共有することで、特性に対

する共通理解を促し、現場での支援に生かすことができる

ように作られている。図１はＭＳＰＡの結果を記載するレ

ーダーチャートである。特性を項目別に評価し、点数化す

ることで、支援度を視覚的に理解できるようになっている。

保護者及び支援者はこのレーダーチャートを通して本人

の特性理解を共有し、支援の方向性を検討することができ

る。開発者の船曳教授は、「生活場面で当事者がどのよう

にどれくらい困っているかを把握することで、暮らしやす

くするために必要な支援や配慮を具体的に考えることが

できるというのが、ＭＳＰＡの最大の特徴である３）」と

その著書の中でも述べており、当事業には最適なツールで

あると考えた。 

【図１ ＭＳＰＡの結果を記載するレーダーチャート】 

 

３．研究の実際 

(１)研究の目的 

これらの点から本研究の目的を「発達特性により、社会

生活に困難をきたすリスクのある人に対して、本人や保護

者の求める支援を切れ目なく提供していくための社会体

制の整備」とする。本研究は令和元年度からの２ヶ年度計

画で実施し、初年度である本年度は上記の目的を果たすた

めの中核となるアセスメントツール『ＭＳＰＡ』の有効性

を検証するものとする。 

（２）対象児 

 市内保育施設に通所している年中児２名 

（３）研究の方法 



 医療、保育、行政が連携し、対象児の早期支援の在り方

を検討する。具体的には、市内の保育所から対象児を２名

選出し、医師により実際にＭＳＰＡを実施する。その後、

医療、福祉、保育関係者、行政等のそれぞれの関係者で対

象児童の支援を検討するものとする。 

 また、これらの事業運営は精神保健福祉課が事務局とな

り、研究チームを結成して協議することとした。研究チー

ムのメンバーは行政内の発達障害児支援と関係のある部

署と連携し、取り組むこととした。 

（４）結果 

 対象児２名共にＭＳＰＡを実施することができた。Ａ児

は、人とのやり取りが苦手で、集団場面で困難さが増す傾

向があることや視覚的に情報を提供したほうが理解しや

すいこと、音や触覚に過敏性があること、不注意や多動に

より就学後に学習面での困難さやケガや事故にあうこと

が懸念されることなどといった特性が分かった。 

 一方、Ｂ児は言葉の発達に大きな遅れは無いが、一方的

に話すため相手との会話が成立しづらいこと、不注意、多

動、衝動性の支援度が高く配慮を要することや場合によっ

ては医療的な支援が有効であることなどが分かった。 

検査後はこれらのことを、保護者及び支援者と情報共有

した。特に、保育関係者にとっては、日常行っている関わ

り方を確認し、見直す良い機会となった。 

  

４．考察 

（１）保護者の捉え 

Ａ児の保護者は、試験者の話を熱心に聞き、時折メモを

取る様子が見られた。緊張はしているようであったが笑顔

も見られ、自ら発言や質問をする様子も見られた。Ｂ児の

保護者も、熱心に話を聞き、家庭の様子や対象児のエピソ

ードを積極的に話す様子が見られた。 

 このような保護者の様子から、保護者はＭＳＰＡの実施

について満足できたものとみられる。その要因としては、

ＭＳＰＡが保護者の話を丁寧に聞き取り、児童の特性を分

かりやすく評価し、支援に生かすためのツールであったこ

とが考えられる。児童の特性や今後の支援について、具体

的かつ分かりやすく説明できたことが保護者の捉えを前

向きにさせたのではないかと考える。この点から、ＭＳＰ

Ａの有効性を感じることができた。 

（２）行政の役割について 

 発達特性が誰にでも分かりやすく提示されることで、保

護者、支援者が同じ視点で児童の実態を分析することがで

き、支援の方法を検討することができた。また、ＭＳＰＡ

は生涯を通じて変わることのない発達特性を評価したも

のなので、その記録を今後も引き継ぐことができる。早期

にＭＳＰＡを実施することで、その後のライフステージに

沿った支援を一貫して実施するうえで非常に有効である。 

 今後の課題としては、ＭＳＰＡを市の施策の中にいかに

して位置づけ、システム化していくかという点にある。Ｍ

ＳＰＡを有効に活用するために必要な体制を多職種で検

討する必要がある。特に、連絡体制に関しては綿密なシス

テムが必要である。今回、多職種で取り組んだこともあり

連絡・調整に関する不備が多々生じてしまった。発達特性

の調査という当事者及び家族にとってはデリケートな問

題に介入していくため、少しでも不安や懸念を生じさせる

わけにはいかない。たとえＭＳＰＡが多職種の連携に有効

なツールであっても、それを扱う者たちの連携がうまくい

かなければ十分に活用することができない。その為、誰が、

誰に対して、何をどのように連絡・調整を行うかマニュア

ル化し、ＭＳＰＡの実施が円滑に行えるようなシステムを

構築する必要があると感じた。 

また、市の施策に位置付けるためにはＭＳＰＡ実施者の

確保も急務である。市内にＭＳＰＡを実施できる支援者が

どれほどいるのか、どのような職種なのかということを整

理し、誰がどのように実施すべきか検討する必要がある。

その為にも、本事業の実施にあたりなぜＭＳＰＡを活用す

るのかという点を、より具体的に説明する必要がある。数

あるアセスメントツールの中からＭＳＰＡを選んだ理由、

その利点を具体的な事例を挙げて説明し、市内の発達障害

者支援にあたる関係者に周知することで、ＭＳＰＡの普及

を進めていきたい。 

 

５．今後の計画について 

 当研究は２ヶ年度計画であり、今回はその初年度となる。

その為、今回は研究の中間のまとめという位置づけでここ

まで述べてきた。次年度は、対象児の観察を継続し、その

変容をみとっていく。また、在籍する保育所と連携をして、

支援の変容やＭＳＰＡをどのように活用しているのかと

いう点を追跡調査し、保育現場におけるＭＳＰＡの活用方

法を探っていきたい。 

 さらに、２名の対象児の就学への繋ぎの場面において、

ＭＳＰＡの結果や、現状で行っている支援をどのように引

き継いでいくかという点に関しても検討をしていく。それ

は、発達障害児の早期発見後、いかにしてライフステージ

に応じた一貫した支援体制を構築していくかという点に

も繋がる。その為にも、今後は、特別支援教育相談センタ

ー等の教育機関と連携を図る。教育機関や保育機関等の様

機関と連携を行う中で、就学前から就学後へいかにしてＭ

ＳＰＡを活用し、支援を繋げるか検討していきたい。 
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